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（ 開会 午前１０時００分 ） 

 

◆開会 

◎議長（葛谷寛德） 

本日の出席議員は全員であります。執行部側では副市長、小倉孝文君、教育委員会事

務局長、清水貢君が欠席です。 

それでは、ただ今から平成２８年第４回飛騨市議会定例会を開会いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであり 

 ます。 

 

◆日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

８８条の規定により１２番、森下真次君、１３番、高原邦子君を指名いたします。 

 

◆日程第２ 会期の決定 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、

本日９月２日から９月２８日までの２７日間といたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日９月２日から９月２８日ま

での２７日間と決定いたしました。 

ここで、報告第１１号、株式会社飛騨ゆいの決算報告（第１期）について、数字の錯

誤による報告案件の差し替えの申し出があり、これを承認いたしましたので報告いたし

ます。 

なお、報告案件の差し替えについては、お手元に配付のとおりでありますのでお願い

します。ここで、商工観光部長より発言の申し出がありますので、これを許可いたしま

す。 

（「議長」と呼ぶ声あり。）  ※以下、この「議長」と呼ぶ声の表記は省略する。 

◎議長（葛谷寛德） 

商工観光部長、石腰豊君。  ※以下、この議長の発言者指名の表記は省略する。 

〔商工観光部長 石腰豊 登壇〕 

□商工観光部長（石腰豊） 

  誠に申し訳ございません。報告第１１号、この資料につきまして差し替えをお願いす
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るものでございます。 

内容といたしましては、決算書の表記、こちらの関係が従前にお配りしたものが、平

成２７年４月１日より平成２８年３月３１日までとなっておりました。中身の損益計算

書また、株主資本等変動計算書の右上の表記についても連動している関係で同じく誤記

をしておりました。 

この件につきましては、私どもの資料の方の精査、これを十分にしていなかったこと

が原因と考えております。今後このようなことがないように努めてまいりますのでどう

かお許しを願いたいと思います。 

以上でございます。 

〔商工観光部長 石腰豊 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前１０時０４分  再開 午前１０時０７分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆諸般の報告 

◎議長（葛谷寛德） 

この際、諸般の報告を行います。議長がこれまでに受理した請願・陳情等は、お手元

に配付の請願・陳情等整理簿のとおりであります。 

議長活動報告および監査委員からの例月現金出納検査報告につきましては、それぞれ

お手元に配付のとおりであります。それをもって報告に代えさせていただきます。以上

で、議長の報告を終わります。 

続きまして、市長から発言の申し出がございますので、これを許可いたします。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

おはようございます。本日、平成２８年第４回飛騨市議会定例会を招集させていただ

きましたところ、議員各位におかれましては、御多忙中御参集賜りまことにありがとう

ございます。 

９月２８日までの２７日間にわたり、数多くの案件につきまして御審議を賜ります。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。 
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お手元に６月定例会以降の市政及び飛騨市を取り巻く話題等お配りしておりますもの

の内、主な事柄について御報告を申し上げたいと思います。 

初めに８月７日、日曜日、多治見市星ケ台運動公園駐車場において開催されました「消

防感謝祭」第６５回岐阜県消防操法大会について御報告を申し上げます。 

大会には岐阜県内の２８の消防協会等から２９チームが参加をいたしまして、飛騨市

からは、６月１２日の飛騨市消防操法大会において優勝いたしました、河合方面隊第３

分団が出場いたしました。また、飛騨市から１００名を超える大勢の方に駆けつけてい

ただきまして選手を応援していただきました。 

操法におけるタイムは４３.９８秒と基準タイムの４５秒は切りましたものの上位入賞

はかなわなかったわけでございますが、敢闘賞を受賞いたしました。 

大会出場に至るまでの長期間にわたる訓練は団員の団結を強固なものとし、飛騨市の

安全で安心な地域づくりに貢献されるものと確信をいたしておりまして、改めて消防団

の皆様に敬意を表するとともに、御礼を申し上げる次第でございます。 

それから次に、８月８日に開催いたしました「飛騨市ふるさと子ども大使任命証授与

式」について御報告を申し上げます。 

これはことし４月、河合町で開催をいたしました市民と市長との意見交換会で、小学

校４年生のお子さんが、僕も飛騨市のために何かできませんかというお話を発言されま

した。その場で私が飛騨市の子ども大使に任命しましょうということを申し上げ、それ

を実現する形で実施をしたものでございまして、郷土愛を深めるという目的での事業で

ございます。 

当日は、市内の小学生が３０人参加をいただきました。子供さんたちに伝統文化や風

土を学びＰＲに協力してもらおうということで、市内４町の名所を巡るバスツアー開催

をいたしまして、河合町では山中和紙の手すき体験、宮川町の種蔵では板倉と棚田の成

り立ちを学びました。 

そして、神岡町の宙ドームではニュートリノ研究の説明を受けまして、最後に古川町

の匠文化館で飛騨の匠の技術を学ぶと、このような行程であったわけでございます。 

すべてのプログラムが終了いたしました後、市役所の方で山中和紙で作った任命証と、

オリジナルの名刺を私からお１人お１人にお渡しいたしまして、飛騨市の魅力をＰＲし

ていただくようにお願いをいたしました。 

子ども大使は、大変生き生きとした表情をしておられまして、素直さとたくましさが

感じられ、将来さまざまな立場で飛騨市に貢献してくれるということを確信した次第で

ございます。 

それから次に、８月２３日に行われました「飛騨市小さなまちづくり応援事業市民に

よるコンペ審査会」につきまして御報告を申し上げます。 

これは６月補正予算でお認めいただいた事業でございますけども、市民の皆様のまち

づくり活動を応援するという趣旨で上限３０万円の助成金を公開プレゼン方式でコンペ
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形式で勝ち取っていただくという企画でございます。 

年度途中の事業開始ございまして、いろんなイベントがピークを超える夏を外した時

期の募集であったものですから、どのくらい集まってくれるのかと思っておりましたが、

１５団体と大変多くのエントリーをいただいたところでございます。 

市民の皆様も審査委員となる今回のコンペ審査会では、参加された方々が約２００名

ということでございまして、提案者の方々の工夫を凝らしたプレゼンに熱心に耳を傾け

ておられました。参加された市民の皆様方からは、こんなすばらしい活動が行われてい

ることを知ることができてよかった。あるいは、自分たちも何かやろうと刺激になった

というようなお声をいただいておりまして、こうした公開プレゼン方式での開催を評価

する、お声を大変多数いただいたところでございます。 

もちろんさまざまな反省点もございますので、次回の開催に向けて改良を加えまして、

まちづくり団体間相互の交流、連携の場づくりも含め、市民の皆様のまちづくり活動の

支援にさらに力を入れていきたいとこのようにように思っております。 

そして最後に、アニメーション映画「君の名は。」について、御報告申し上げたいと思

います。 

この映画は現在公開中でございまして、気鋭のアニメーション映画監督である新海誠

さんの最新作ということでございますが、飛騨市の風景が多数登場するということで大

変話題になっております。 

ストーリーは、山深い田舎町に住む女子高校生と東京に暮らす男子高校生が夢の中で

入れ替わるというストーリーでございまして、その女子高校生が暮らす町、糸守町が架

空の町ながら飛騨地方をイメージして制作をされておるということでございます。 

映画は８月２６日から全国公開されまして、公開開始後３日間で早くも興行収入１０

億円突破という大ヒットとなっております。 

映画の中では、飛騨古川駅や飛騨市図書館、気多若宮神社、宮川町大無雁地内のバス

停などが登場いたしておりまして、主人公の語りにも飛騨弁が含まれるというようなこ

とでございます。飛騨市が映画の聖地であるというふうに伝わっておりまして現実にこ

うしたスポットを訪れる方も既に出始めておるというふうに聞いております。 

飛騨市では、公開に先駆けて８月上旬からポスターやチラシを作成いたしまして、首

都圏や東海北陸の主な映画館などに配布をいたしております。また、飛騨古川駅には映

画の場面と同様に、飛騨牛のキャラクターボードを置くなどしまして、いち早くＰＲに

取り組んできたところでございます。 

今後、映画のパネル展や市内での上映会の開催、そういったことも検討しております。

市ホームページの紹介ということについても現在準備をしておりまして、映画会社との

調整を行っておるところでございます。有名監督のヒット映画の舞台という形で地域の

イメージアップや観光誘客に生かしていきたいと考えております。 

以上、御報告とさせていただきます。 
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〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で、市長の発言を終わります。 

 

◆提案理由・総括説明 

◎議長（葛谷寛德） 

それでは、ここで市長より今定例会における議案の提出理由、総括説明を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

それでは今議会に提案いたしております案件について御説明申し上げます。 

今回は報告案件が４件、人事案件が２件、財産の無償貸付及び無償譲渡案件が３件、

条例の制定及び改正案件が７件、辺地計画の変更案件が１件、字区域の変更案件が１件、

補正予算案件が６件決算の認定案件が１５件の合計３９件でございます。 

まず報告案件ですが、株式会社ねっとかわいの決算報告、株式会社飛騨まんが王国の

決算報告、株式会社季古里の決算報告、株式会社飛騨ゆいの決算報告でございます。 

議案につきましては即決議案としてお願いする案件といたしまして、２件の任期満了

に伴う人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて及び、財産の無償貸

付について（旧起し太鼓会館跡地）の案件でございます。 

なお、条例の制定及び改正補正予算などの案件につきましては後ほど説明をさせてい

ただきますので、よろしくお願いをいたします。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で、市長の説明を終わります。 

 

◆日程第３ 報告第８号 株式会社ねっとかわいの決算報告（第１８期）について 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第３、報告第８号、株式会社ねっとかわいの決算報告（第１８期）についてを議

題といたします。説明を求めます。 

〔商工観光部長 石腰豊 登壇〕 

□商工観光部長（石腰豊） 

  それでは、報告第８号について説明をさせていただきます。 

報告第８号、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社ねっとかわい

に関する第１８期の経営状況を別紙のとおり報告する。 

決算報告書の方で説明をさせていただきます。 

ねっとかわいにつきましては、なかんじょ川、よ～らん館、ＹｕＭｅハウス、クリエ

イトセンター、友雪館、雪姫、アスク山王、やまびこ館、ゆぅわ～くはうすの風呂、食
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堂、香愛ローズガーデン、河合スキー場とロッジの食堂、その他イベント事業など１４

事業を行っておられます。 

中へ入りまして、２枚開けていただいたところの損益計算書の方で説明をさせていた

だきます。期間につきましては、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までで

ございます。 

まず、売上関係でございますが、決算額１億３，９１０万円余りでございますが対前

年比といたしまして１，５００万円ほどの減となっております。この大きな要因は、雪

不足によります河合スキー場のオープンが１月２３日にずれ込んだことによりまして、

利用者の総数が５，８００人余りとなりまして対前年比７，４００人ほどが減少したこ

とが大きな要因でございます。これに伴いまして１，６６０万円余りの減収となってお

ります。 

同じくゆぅわ～くはうすにつきましては、平成２７年度売り上げ２，２０６万円余り

ということで対前年比１９０万円余りの減となっております。 

ただし、こちらにつきましては、風呂部門が週１回の休みを月、木の週２日に変更を

した点、バイキングですか、これが月４回実施しておりましたものを月２回に減少させ

たということで、利用者の数が約２，０００人減りまして、１９０万円余りの減収とな

りましたが、人件費、光熱費の縮減を検討されまして実施されましたことにより、経費

といたしましては１，１１０万円余りが縮減をされたということでございます。 

指定管理料収入につきましては４，５３０万円、前年が６，２９０万円余りでござい

ましたので１，７６０万円余りの減となっております。続きまして売上原価の関係でご

ざいますが、こちらにつきましては６５０万円余りの減となっております。 

これは、今ほど申し上げました売り上げに伴います減、また、会社の中で売れ筋調査、

不用品の購入の回避。また、食堂メニューこちらすべての原価を見直したということで、

そちらの効果が出ておりまして減となっております。 

販売費及び一般管理費でございます。こちらは隣のページの販売費及び管理費の計算

内訳にも書いてございますが、給与関係が決算時では６，０８０万円余りの合計という

ことで、昨年より１，５８０万円ほどの減をしております。これは先ほど申しました、

会社内の経費縮減対策が功を奏したものと考えております。 

雑収入の関係でございます。こちら３２３万円ほどでございますが、ねっとかわいの

事業評価の関係、そしてトマト研修者が２名おられまして、そちらの方がアスク山王の

施設を１年間借りているということでそちらの収入が計上されております。 

最下段へまいりまして、当期純損失につきましては１，１１２万１，５９２円となっ

ております。 

前ページの方へ戻っていただきまして、貸借対照表の関係でございますが、資産の部、

流動資産でございます。 

現金及び預金でございますが、昨年より減っておりますが、こちらは売り上げに伴い



7 

 

ます現金の変動でございます。固定資産の関係でございますが、主なものでは車両運搬

具が９万円ほどになっておりますが、中古のスノーモービル二台ということで減価償却

がされまして減になっておるものでございます。 

下段の方へまいりまして、投資その他の資産、出資金、長期貸付金でございますが、

こちらは河合町の元田商店の方で酒の販売をされておりまして、よ～らん館が請け負っ

ておりました。よ～らん館が、酒類の関係を閉鎖するということで、そちらに投資をし

ておりました出資金１５０万円余り。そして長期貸付金１５０万円余りでございますが、

こちらの回収が不可能になったということで、給付金の方に回して支出をしたというも

のでございます。 

資産の部の合計につきましては１億０，７９３万３，６３５円となっております。 

続きまして負債の部の関係でございますが、こちらの主なものでございますと未払消

費税等、こちらにつきましては、分納をしているために３８０万円ほど減をしておりま

す。 

預り金につきましては、河合スキー場のパック料金の事業をしておられましたが、先

ほど雪不足の関係もございまして７５万円ほどの減となっておるものでございます。負

債の部の合計につきましては７５７万６，８７０円になります。 

純資産の部につきましては、資本剰余金、利益余剰金を足しまして、最終合計、負債

純資産の部、１億０，７９３万３，６３５円ということで、資産の部と合計が一致いた

します。 

総括の関係でございますが、聞き取りの中では、これをすべての会社で言えることで

ございましたが、お客様の満足度がリピーターにつながるという点。そして、職員すべ

てが営業マンでならなければならない点。経費の縮減は不要な経費を削るものであり、

けちになるということではないということを念頭に置いて、トーマツさんの指導もあり、

それぞれの会社が実践をしておられます。 

今後についても、引き続き同様な体制で向かっていきたいということで確認いたして

おります。 

以上でねっとかわいの決算報告につきまして報告を終わらせていただきます。 

〔商工観光部長 石腰豊 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終結し、報告第８号を終わります。 

 

◆日程第４ 報告第９号 株式会社飛騨まんが王国の決算報告（第１８期）について 
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◎議長（葛谷寛德） 

日程第４、報告第９号、株式会社飛騨まんが王国の決算報告（第１８期）についてを

議題といたします。説明を求めます。 

〔商工観光部長 石腰豊 登壇〕 

□商工観光部長（石腰豊） 

それでは説明をさせていただきます。 

報告第９号、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社飛騨まんが王

国に関する第１８期の経営状況を別紙のとおり報告する。 

１枚開けていただきまして、決算書の方に移らせていただきます。 

飛騨まんが王国につきましては、おんり～湯関係の温泉施設、宿泊施設、まんが図書

館施設の運営管理、ナチュール宮川の運営業務、その他の委託業務といたしまして打保

ストアー、スクールバス等の運転受託業務、これが大きな業務となっております。 

さらに、平成２７年度より杉原観光やなの業務が加わっております。 

２枚ほど開けていただきまして損益計算書の方で説明をさせていただきます。 

こちらにつきましては、当期、前期が逆になっておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

まず、売り上げの関係でございます。入館売り上げにつきましては、昨年は１万６，

７２８人ということで前年比２１万円余りの収入増につながっております。 

売上高、トータルでいきますと、前年比１，１９０万円ほど増になっておりますが、

この大きな要因といたしましては、先ほど申しました杉原やなの新規事業が加わった点

で約８００万円の増収、同じくバス運行が１０月のダイヤ改正によりまして料金等が変

わってまいりましたので、そちらに伴います約８７０万円の増となっております。 

収入関係で、大きなものは特にございませんが、料理の売り上げにつきまして、どう

しても入館者の方が、今までは、午前の入館から入っていただきまして食事という形に

なっておったわけでございますが、午後からの入館が増えたということで、食事をとら

れない方が多くなり、料理の売り上げについて減をしたということでございます。 

売上原価につきましては、今ほど申しましたように、売り上げに連動いたしまして、

増減をするものでございまして１２０万円ほどの減となっております。 

特徴といたしましては、杉原やなの仕入れの関係でございますが、当然やなに魚が落

ちなければ、その分仕入れをしなければならないということもございまして、昨年度に

つきましては２００万円余の仕入れということになっております。 

また戻りますけどもナチュールの関係でございます。昨年、結婚式をやられた方がお

みえになりまして、仕入れ関係等が増になっております。 

販売費及び一般管理費でございますが、給与関係では８，８００万円のうち、約４，

２００万円を占めておりまして４７％余りということで、まだまだ縮減の余地があるの

ではないかということを思っております。 
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左の方へ戻っていただきまして、特別利益の指定管理料につきましては、３，０２０

万円余りということで８５０万円ほどの増となっております。 

補助金収入の関係でございますが、この３８０万円ほどについては、打保ストアーの

委託金、漫画の本、戸棚を購入いたしましたのでそちらの収入となっております。 

続きまして、前ページに戻っていただきまして貸借対照表の関係でございますが、資

産の部、現金・預金につきましては、一時的な支出により増減いたすものでして２００

万円ほどの減になっておりますが特に問題はございませんでした。 

中段の方へまいりまして、立替金１９万８，０００円でございます。これは株式会社

飛騨ゆいに会社が移行いたしますので、そちらの登録の関係費用でございました。 

固定資産の建物附属設備関係でございます。こちらにつきましては、一昨年サミット

ハウスの改修をしておりますので、その関係。また、ロッジ前こちらの方に池と言いま

すか、そちらの整備をされておりますので、それについて計上しておるものでございま

す。 

２つほど飛びまして工具器具備品でございます。こちらは、バス１台、軽トラ１台の

分が計上してございます。 

下段の方へまいりまして、無形固定資産、ソフトウエアの関係でございますが、５３

５万円ほどございます。こちらはホームページの開設、また、それに伴います関連設備

の関係の費用。そして、でんぱ組に飛騨まんが王国の宣伝をしていただいておる関係で

ございますが、そちらの関係が約３００万円ほどでございますが、支出されております。 

最下段の預託金、若干少ない額でございますが、これはバスのリサイクル料というこ

とで計上されておるものでございます。 

資産合計は１億０，１７４万１，４５９円となります。右側のほう負債、流動負債の

関係でございます。当座貸越につきましては、返済に伴います減ということになってお

りました。固定負債、長期借入金の５００万円でございますが、年度途中の資金不足を

防止するために一時的に借り受けをしたものでございます。 

資産の部でございます。株主資本、利益剰余金その他を合計いたしまして、純資産に

つきましては、６，１３３万１，４２３円、負債・純資産合計といたしまして１億０，

１７４万１，４５９円ということで、資産の部と合計が一致いたします。 

こちらにつきましても、トーマツさんの指導の中で、今まで会社自体の目標がぶれて

おったということがございました。今話の中では飛騨まんが王国につきましては、地域

の特性を生かすために、夏場の釣り客を中心にした宿泊者の確保をしたいという点、そ

して、まんが図書館を核といたしまして、子供を含みます若者層の集客に努めたいとい

うようなことで目標を持っておられます。 

これにつきましては、飛騨まんが王国では、スマートフォンでも検索可能なシステム

に変えていったということで、御自宅でもそこの図書館にある本は何があるかというよ

うなことまで検索できるということで、今、対応されております。 
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飛騨まんが王国の決算につきまして報告を終わらせていただきます。 

〔商工観光部長 石腰豊 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〇９番（中嶋国則） 

ちょっと２点お尋ねします。 

貸借対照表２ページありますし、それから損益計算書、それから、販売費及び一般管

理費の表の中で、科目、当期その次ですけど前年同月と４カ所ほどなっておるんですが、

これは、前年同期、月じゃなくて期の違いじゃないかっていうのが１点。 

それから、もう１点は監査報告でございますが、清算人というふうになっております

が、この辺のところちょっとお尋ねをいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

まず、最初の御質問の前年同月、これにつきましては申し訳ありませんが、今まです

べての報告書に、飛騨まんが王国はこのような表記がされておりました。 

先ほど申しましたように、飛騨まんが王国につきましては、通常ですと、左側のとこ

ろが前期、右側が当期というような表記になっております。これは、昨年も同じような

御質問があったんじゃないかと思っております。 

そしてもう１点の決算監査の関係でございますが、清算人の方が、決算をしていると

いうことでよろしいかということでございますよね。 

〇９番（中嶋国則） 

清算人が、監査をされたということですね。監査という役職の方は、みえないという

ことですか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

すいません、失礼いたしました。清算人につきましては、３月の総会のときに、それ

ぞれの会社のほうで清算人の方がお決めになられております。 

まず、飛騨まんが王国ですと松永氏、ねっとかわいですと中畑氏、株式会社季古里で

すと岡田氏、この３名の方が清算人ということで選ばれております。 

監査報告につきましては、本来、清算人の方がすべての残ったお金を関係の方にお戻

しするということの業務までされております。それが仕事でございます。 

したがいまして、清算人につきましては、本来、監査報告書というものが要るのか要

らないのかということもございましたが、つけてあるという表現がちょっと良いのか悪

いのか分かりませんが、特に問題はないということでございます。 
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〇９番（中嶋国則） 

問題ないということですが、前の説明のあったねっとかわいについては、逆に清算人

の名前がないわけですけども、その辺はいかがですか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

すいません。説明が下手で申しわけございません。本来は今申し上げました中畑氏、

岡田氏、松永氏この３名の方が清算人ということで、それぞれがたとえばこの最後の書

類には判こを押すということで、納めればいいっていうことにまずなります。 

そして、今のほどの株式会社季古里、この前のねっとかわいの関係については前の監

査役の方が判こを押していただいております。 

これについても、会社のほうも調べていただいたわけでございますが、問題ないとい

うことで、問題ないという表現はよくございませんが、本来なくてもいいというものま

でしっかりと最終に確認をされたものでございます。 

〇９番（中嶋国則） 

そうしますと、私が思うにこの決算の総会と、それから、清算の総会と二度要るんじ

ゃないかなと思うんです。その辺のことが１点と、もう１点、先ほど最初に質問しまし

たこの前年同月というのは、どう考えてもミスプリントじゃないかなと。４カ所、思う

んですけども、ミスプリントじゃないということですか。確認します。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

はい、申し訳ありません。私ども今、手元に今までのもの持っておりませんし、不確

実なことは、やはり申し上げては具合悪いと思います。おっしゃることは十分わかりま

すので確認をさせてください。 

〇１３番（高原邦子） 

この７月に、市民との意見交換会等といろんなところ、そしてまた８月、個人的にい

ろんなところを回らしてもらった中で、こういった第三セクター的なところへの資金投

入のことについて、なおかつ多額なコンサル業務が入って市民の関心はものすごく高く

ありました。 

それで、お伺いしたいんですけども、ここは賞与が出されています。前年度に比べま

して６倍以上、７倍近く出されています。指定管理料も８００万円以上も前年度に比べ

て多く出されています。本来、今、飛騨市を回っていますと本当に景気が悪くてボーナ

スが出てない会社多々あるんです。 

ここの賞与という考え方、第三セクターっていうか、市の資本金等々ですが半分以上

入っているところは、自治法のこの第２４３条の規定で、今、このように報告がされて
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いるわけなんですが、どのような認識でこの賞与というものを市は考えているのか。 

市内にはボーナスも出ない会社いくつもあります。市の税金を投入しているところは

利益が上がっているなら大いにボーナスだしてもいいと思うんですが、これでは市民が

納得いかないと思うんです。どのようなお考えで賞与は出されているんでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

ただいまの御意見は私どもも同じことを考えておりましたし感じておりました。 

これからの会社につきましては、先ほどの経費縮減等のこともございますし、そのあ

たりは社内のほうでも今しっかり考えておみえになります。 

月給の方等についても同じようにすべて、給与体系を統一したり、今ほどおっしゃっ

ていただいたような、賞与の関係についても当然、景気に左右される部分もございます

ので、そのあたりも考えておみえになりますし、私どももそれはお伝えしているつもり

でございます。 

〇１３番（高原邦子） 

全く部長の答弁は納得がいきません。トーマツの意見が反映され、いろいろされてき

ていると思うんです。それなら、なおさら前年度よりも７倍近く賞与の項目出してくる

なんて。部長の言っていることは、つじつまが合わんと思うんですよ。そこのところ、

どのように考えておられますか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

答弁というふうには思っておりませんが、私案ということになるかもしれませんが、

繰り返す言い方になります。あくまで、今までの会社というのは今ほどおっしゃってい

ただいたように、給与等については格差ございました。 

それぞれの会社、それぞれの考えの中で、給与すべてお支払いをしておられます。こ

れについては、今の役員会の中でも、これではいけないということで、本年度も今の給

与体系について統一したいということで今進めておられます。 

正直なところまだ最終の統一までは至っておりません。それはやはり地域、地域の現

状見られまして賃金等が組まれておりました。 

私ども本当にそこは感じておりますし、そこについては今年度いっぱいで統一したい

ということで今進められております。これが私が今確認しておるところでございます。 

〇８番（前川文博） 

ちょっと確認をさせてください。 

今これ、次の株式会社季古里も含めて、決算報告ということでことしの３月３１日ま

での分が出てきていると。 
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先日、全員協議会で説明のあった資料を見ますと、ことしの６月には臨時株主総会と

いうことで、清算事務報告書の承認決議をされるというのが出ているんですが、今の報

告書というのは、これの意味合いなんですか。また別に、清算事務というものがあるの

か。それによって先ほどの清算人なのか監査人なのかということもあると思うんですが、

その辺ちょっと教えてください。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

お答えいたします。清算決了といいまして、最後の清算の手元に残りましたお金を株

主様、関係の方に支払いをいたしまして、それがすべて、簡単に言いますと、手持ちの

お金がゼロになった段階、その準備が整ったところで報告をさせていただきます。 

ということですので今これで代るものではございません。別で報告をさせていただき

ます。 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で、質疑を終結し、報告第９号を終わります。 

 

◆日程第５ 報告第１０号 株式会社季古里の決算報告（第１５期）について 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第５、報告第１０号、株式会社季古里の決算報告（第１５期）についてを議題と

いたします。説明を求めます。 

〔商工観光部長 石腰豊 登壇〕 

□商工観光部長（石腰豊） 

報告第１０号、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社季古里に関

する第１５期の経営状況を別紙のとおり報告する。 

決算報告書の方で説明をさせていただきます。 

株式会社季古里につきましては、ホテル季古里、すぱ～ふる、ふれあい広場、黒内屋

内運動場の運営管理が主なものでございます。 

２枚ほど開けていただきまして、損益計算書の方で説明をさせていただきます。 

売り上げにつきましては、すぱ～ふる関係でございますが、５万７，０００人余りと

いうことで４５万円ほどの増となっております。 

レストラン売上高につきましては、食堂部門が外注しておりますので、決算の方には

上がってまいりません。その代わり賃貸ということで、家賃収入を収入としております。 

ホテル売上高につきましては、インバウンド効果が功を奏しまして、外国人の方が本

年度は３，３００名ほどお泊まりいただきまして対前年比１，０００名増ということで

増になってきております。 

売上原価につきましては、売り上げの変動によりまして変わるものでございます。 
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売上総利益につきましては、１億０，９００万円余りということで対前年比３００万

円ほどの増となっております。 

販売費及び一般管理費につきましては、１枚開けていただきまして、給与からリース

料の方までを計上しております。給与の関係でございますが、４，４００万円ほど支出

をしておりまして、決算の１億６，３００万円ほど、割合でいきますと約４５％を占め

ております。水道光熱費につきましては、原油等の価格減によりまして、縮減が図られ

ております。 

損益計算書の方に戻りまして、下段の方の雑収入でございます。 

こちらにつきましては５２０万円ほどでございますが、食堂を飛騨とらふぐさんの方

に外注をした関係で１８０万円ほどの家賃収入となっております。 

また、この中身につきましては、ふれあい広場の管理をされてみえます皆様が冬季の

仕事がないということで、雪おろしの受託作業、また、道路の倒木処理というような外

注を受けておられまして、その収入を計上しておるものでございます。 

下段の方へまいりまして、特別利益等の関係でございますが、本年度はゼロでござい

ました。これは決算、施設等の改修工事がなかったということでゼロでございます。 

特別損失の関係でございます。役員退職慰労金、これは、退職されます方の退職金と

いうことで計上されております。 

当期純利益につきましては２１５万４，９０４円ということで対前年比６３０万円の

減となっております。 

前のページの方でございますが、貸借対照表の流動資産の関係でございます。 

こちらにつきましては、特に大きな変動はございませんが、立替金の１６万円ほどで

ございますが、これは株式会社飛騨ゆいの登録費用ということでございます。 

固定資産の関係でございますが、同じく車両運搬具関係、この機具でございますけど

も、ごみ用の軽トラ等をお持ちでございますので、そちらが計上してございます。 

また、工具、器具及び備品類の関係でございます。これ高圧洗浄機の購入が２台、ま

たカラオケ等の器具の購入ということでございました。 

下の方へまいりますが、預託金の３１０万円ほどでございますが、株式会社季古里に

つきましては、旅館業の免許をお持ちということで、県への預託金ということで計上が

されておるものでございます。資産の部の合計は３，８６７万９，９８５円でございま

す。 

同じく、この右側の負債の部でございますが、流動負債の関係でございます。１年以

内返済長期借入金でございますが、借り入れ等がございませんのでゼロとなります。 

未払金につきましては、３月以前の未払金を３月以降に計上したため発生しているも

のでございます。 

固定負債の関係、長期の借り入れ等につきましてはございません。ですので、計上が

ございません。 
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純資産の部、株主資本金、利益余剰金をトータルいたしまして、負債・純資産の部に

つきましても、３，８６７万９，９８５円ということで同額でございます。 

株式会社季古里につきましても、先ほど申しましたように、インバウンド効果これが

ございまして、現在３，３００名ほどの入り込み客となっております。恐らくもう少し

状況が続くということで４，０００名余りまではいくんではないかということを考えて

ございますが、現在の客単価が、１万２，０２９円ということがございまして、もう少

し単価の底上げをやらなければならない点、引き続き原価管理、こちらの徹底。そして、

６月議会でもございましたが、すぱ～ふるの食堂を少しでも早く再オープンさせたいと

いうようなこともお考えでございます。 

また、河合スキー場とも連動いたしまして、インバウンドのスキー場というようなこ

とでも、今、何かできないかと模索をされております。 

以上で、株式会社季古里に関します決算報告を終わらせていただきます。 

〔商工観光部長 石腰豊 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〇１１番（野村勝憲） 

最後の方で説明ありましたけども、すぱ～ふるのレストラン部分ですけども、今どう

いう状態になっているのか。と申しますのは、この２８日に、あるイベントがありまし

て私もお邪魔したんですが、食堂はちゃんと営業されていたものですから、どういう形

態でされているのかちょっとお聞かせください。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

私の確認したところでは営業時間につきましては、午前１１時から午後２時というこ

との３時間なりの営業というふうにまず聞いております。 

そして、今、実際にそこに従事されおみえになる方は、飛騨とらふぐさんの方から従

業員の方を１名来ていただきまして、その方に、お願いをしているというようなことで

ございました。 

できれば先ほどもありましたように、夜の関係やもう少し時間の延長をしたいという

ようなこともお聞きをしております。 

〇１１番（野村勝憲） 

恐らく、板前さんなんです。一応問題になってくるのはね。そういったところは、飛

騨とらふぐさんから派遣されているのか飲食組合にお願いされているのかどちらなんで

しょうか。 

 

◎議長（葛谷寛德） 
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  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

私の確認したとこでは飛騨とらふぐさんの方から来ていただいておるというふうに確

認しております。 

◎議長（葛谷寛德） 

  以上で、質疑を終結し、報告第１０号を終わります。 

 

◆日程第６ 報告第１１号 株式会社飛騨ゆいの決算報告（第１期）について 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第６、報告第１１号、株式会社飛騨ゆいの決算報告（第１期）についてを議題と

いたします。説明を求めます。 

〔商工観光部長 石腰豊 登壇〕 

□商工観光部長（石腰豊） 

  それでは報告させていただきます。 

報告第１１号、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社飛騨ゆいの

経営状況を別紙のとおり報告する。 

これにつきましては、資料の差し替えをお願いしたものでございます。 

決算につきましては、第１期ということで平成２７年の１１月２日から平成２８年の

３月３１日まででございます。 

こちらにつきましては、１月１日より河合町の山幸工房が株式会社飛騨ゆいで営業さ

れるということがございまして、そちらの分が計上されたという形になります。 

それでは、損益計算書の方で説明をさせていただきます。 

売上関係につきましては４６０万円ほどでございますが、すべて山幸工房さんの関係

でございます。 

商品売上につきましては、これは加工品を買い入れまして、そちらの方の販売となっ

ておりますし、加工雑収入、受託加工収入につきましては、缶詰をつくってくださいと

か、真空パック用の袋の販売したものが計上されておるものでございます。 

売上原価につきましては、仕入れ等３１５万円余りということで、売上総利益につき

ましては、５５万６，０００円ほどが計上されております。 

販売費及び一般管理費でございますが、裏面の方に付けております。 

旅費交通費から雑費までの合計ということで４１１万８，１００円余りでございます。 

こちらにつきましても、給与関係が１０４万円ほど占めておりまして、約３３％の比

率となっております。 

続きまして、戻っていただきまして、貸借対照表の関係でございます。 

資産の部につきましては、流動資産、現金及び預金は１億８，７００万円余り、固定

資産につきましては、建物の３４０万円余り。これにつきましては、今の建物、加工場
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を販売場、そして機械装置でございます。 

車両関係につきましては、車を２台お持ちでございまして、計上してあるものでござ

います。 

下段の方の、投資その他の資産につきましては、出資金ということで森林組合の方へ

５万円の支出、預託金につきましては、軽トラのリサイクル料ということで計上がされ

ております。 

純資産の部でございますが、資本金、資本剰余金、資本準備金、そして、今ほど申し

ました損益の方のマイナス４７万２，０００円を合計しまして、純資産の部合計は、１

億９，９５２万７，８４５円ということで、負債・純資産、右側の資産の部、合計につ

きましては２億０，３２６万２，９７１円ということでございます。 

以上が、株式会社飛騨ゆいの第１期の決算報告であります。以上でございます。 

〔商工観光部長 石腰豊 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〇１３番（高原邦子） 

株式会社飛騨ゆいは新しくなったということで、５カ月ぐらいの決算なんで、その内

容等々は、なかなか触れることはできないと思うんです。私は今回、ここのかがみに自

治法の第２４３条の３第２項の規定によりという、このかがみがあります。ここでお尋

ねしたいと思っています。 

以前から、議員がいろんなことを、第三セクターっていうか、話をしますと、会社経

営のことには、なかなか口出せないような答弁がありました。 

そして、６月議会ぐらいでしたか、株式会社飛騨ゆいは８割近くの株主なんだから、

株主としてしっかりもの言ってくれと。そうしましたら、市長は物を言っていくという

ふうに変わってきました。 

私が言いたいのは、職員の皆さん、以前からここを勘違いしているんじゃないかとい

うことなんです。指定管理に出しているほかの会社とかありますが、この第２４３条と

いうのは、市が２分の１以上出資している、そういった会社に対しては、決算報告等を

求めているというのがこの第２４３条なんです。 

そこには、何て書いてあるか。一応、読ませていただきます。 

普通地方公共団体の長は、これは都竹市長です。第２２１条第３項の法人について毎

事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出

しなければならないとなっています。 

この政令っていうのは、自治法の施行令のことです。施行令で言いますと、第１７３

条なんです。それには何て書いてあるか。「地方自治法第２４３条の３第２項に規定する

政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び

決算に関する書類とする」とされているんです。 
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及びですよ。及びっていうのは、アンドです。オアじゃないんです。今まで市は事業

計画を出してきたことがあるでしょうか。私は明らかに、この、法令を違反していると

思うんです。 

それで一番大事なのは、一番市民が関心を寄せているのは、多額なコンサル料金を払

ってどのようにこの株式会社飛騨ゆいがなるかという、そこを見ているわけですよ。市

は、会計監査だけを出してきて事業計画は出てきてないじゃないですか。 

どのようにコンサルからの指示が得られたのか。どう生かされているのか。その書類

を徴として出すのが行政のやる仕事じゃないですか。この法令に基づいて。この第２４

３条に抵触していると思うんですが。 

今の飛騨市の状況はいかがお考えか伺いたいと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

はい、すべての件についてお答えできるとは思いません。 

今ほど御指摘の第２４３条の関係、また１７３条に連動するということでございます。 

こちらについては、私ども確認をいたしました。議員のおっしゃるとおりでございま

す。今まで報告のみであって、計画というものの提出はございませんでした。これはお

っしゃるとおりです。 

したがいまして、私どもが今思っておりますのは、今期については株主総会の議事の

関係で、新年度事業といいますか新年度計画の承認はされておりませんでしたので、次

期からは間違いなく、おっしゃったように報告、事業計画の報告はさせていただくよう

に、努めるといいますか、行ってもらいます。 

〇１３番（高原邦子） 

臨時株主総会を開けばどうですか。そして、きちんと。 

いいですか。資本金１億円の会社が飛騨市内どれだけあるんでしょうか。ものすごい

会社だと思いますよ。そこに市は、予算を８割ですか。出しているわけなんですよ。税

金なんですよ。それを次のときから、何、悠長なこと言っているんですか。そんなこと

で、しっかりこの会社がやっていけると思っていますか。早く出してくださいよ。この

地方自治法に違反しないように。どうでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

おっしゃったように会社の方と、至急、詰めさせていただきます。 

〇１３番（高原邦子） 

市長にお伺いしたいと思います。 

監査には、会計監査と、業務監査というものがございます。会社法でいうならば業務
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監査っていうのは、会社法変わっているんでちょっと違っていたら申しわけないんです

が、各会社に絶対設置しなきゃならないとかそういうことではなかったと思います。 

しかし私はこういった公のお金で、市のお金が入っているこの第２４３条の立法趣旨

というのは、どうして決算とそして事業報告と計画を求めているかというその立法趣旨

にかんがみると、私は会計監査も大切ですが、会計監査には税理士事務所等々と入って

いますし、それよりも１番大事なのは、業務監査だと私は思っています。 

業務監査にはいろんな方法があると思うんですが、市は、ぜひ業務監査という形で、

事業計画がちゃんと進んでいるのかどうか、それをやってくべきだと思うし何のために、

コンサル業務で多額のお金を投入してやってきたのか。その点、業務監査に関する市長

の考え、伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

おっしゃるとおりだと思っております。自治法が報告を求めておるのは、結局、税金

が原資になって出資になっていますから毀損した場合に、結果として市民の負担になる

のでそれをやっぱり常日ごろ、チェックしていく必要があるということが立法趣旨なん

だろうというふうに思います。 

ですから、出資金をきちんと毀損しないように何をやっていくかというところが大事

だということを考えれば、当然、決算ももちろんですが何をやってきたのか、何をやっ

ていくのかということが大事だろうと思います。 

ですから、法律に書いてあるからということももちろんなんですが、市民の税金によ

る出資金を毀損しないということを前提に考えると、それに見合った関係のとり方とい

うのを考えていく必要があるんではないかというふうに思います。 

株式会社飛騨ゆいという会社になった一ついい機会でありますから、市との関係のあ

り方っていうのも見直していきながら、あるいは物の言い方ということも考えていきた

いなと思います。 

それから株式会社飛騨ゆいっていうのは指定管理の部分がかなりのウエートを占めて

おり、もちろん指定管理以外の部分も大いにやっていってもらいたいというふうに思っ

ておりますし、それによって利益を上げていってもらいたいという希望も私は思ってお

りますけども、指定管理の部分になりますと指定管理に出している主体としての市の話

の聞き方、意見の方というのもありますので、今回、取締役に入っておりませんので経

営陣ではないわけですが、今の自治法の求める趣旨による株主としての立場、それから

指定管理を出している立場、両方いろんな言い方あると思います。 

いずれにしても大事なことは、市民の税金を毀損しないということ、そして何よりも、

市が、この会社を通じていろんな活動の中で、観光収入、観光誘客を増やすことを含め

て、活性化をしていくことが大きなテーマだというふうに思っています。そういった考
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え方の中で、株式会社飛騨ゆいとの関係をもう１回再構築していこうと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

  以上で、質疑を終結し、報告第１１号を終わります。 

 

◆日程第７ 議案第１１３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

 て 

から 

 日程第８ 議案第１１４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

 て 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第７、議案第１１３号、及び日程第８、議案第１１４号、人権擁護委員候補者の

推薦につき意見を求めることについての２案件につきましては、会議規則第３５条の規

程により一括して議題といたします。本案について説明を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

それでは議案第１１３号及び議案第１１４号につきまして説明をさせていただきます。 

初めに議案第１１３号でございます。 

下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいから、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

推薦の意見を求める者、氏名、田口理子。生年月日、昭和２７年２月２７日。住所、

飛騨市河合町角川１５６６番地２。提案の理由、任期満了による候補者推薦（再任）で

ございます。なお、略歴につきましては裏面のとおりでございます。 

続きまして議案第１１４号でございます。 

下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいから、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

氏名、荒木美鈴。生年月日、昭和２２年１月１７日。住所、飛騨市宮川町桑野５２９

番地。提案の理由、任期満了による候補者推薦（再任）でございます。なお、略歴につ

きましてはこちらも裏面のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

説明が終わりましたので、これより一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただ今議題と

なっております議案第１１３号及び議案第１１４号につきましては、委員会付託を省略

いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、本案につきましては、委員会付託を省略することに

決しました。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

討論なしと認め、討論を終結します。これより採決をいたします。採決は個々に行い

ます。 

最初に議案第１１３号について採決いたします。 

お諮りいたします。田口理子君の人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について、適任であることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、この結果を市長に回答することに決しました。 

続きまして議案第１１４号について採決いたします。 

お諮りいたします。荒木美鈴君の人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について、適任であることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、この結果を市長に回答することに決しました。 

 

◆日程第９ 議案第１１５号 財産の無償貸付けについて（旧起し太鼓会館跡地） 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第９、議案第１１５号、財産の無償貸付けについて（旧起し太鼓会館跡地）を議

題といたします。本案について説明を求めます。 

〔商工観光部長 石腰豊 登壇〕 

□教育委員会事務局長（石腰豊）  

それでは説明をさせていただきます。 

議案第１１５号、次のとおり財産を無償貸付けすることについて、地方自治法第９６

条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

１、貸付する財産の種類は、土地及び建物でございます。 

２、所在及び数量でございますが、土地につきましては、飛騨市古川町朝開町１３１

５番地、現況地目は宅地でございます。面積は１，５９９．１７平方メートル。同じく

１３１６番地、宅地でございます。５４８平方メートルでございます。建物につきまし

ては、１３１５番地上にございます、木造瓦葺平屋建てでございますが、約２０２．２
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７平方メートル、同じく木造瓦葺平屋建ての１３．２２平方メートルでございます。 

３、貸付けの相手方でございます。飛騨市古川町朝開町１３１５番地、地場産市場ひ

だ合同会社、代表社員、中家久和。 

４、無償貸付けの理由でございます。前賃貸借契約者であります（株）グリーンポケ

ット飛騨、こちらからの申し出によりまして、平成２８年８月３１日をもって、農産物

販売を主とする業務を終了いたしました。 

この営業終了につきましては、事前の通告が農産物の生産、納品者に十分周知されて

いないことから、計画的に農作物の作付けを行ってみえます。生産農家につきまして非

常に混乱がされておりました。 

市といたしましては、この事態収束を図るため、緊急措置といたしまして無償貸付け

をするものでございます。 

５、無償貸付期間でございますが、議決をしていただいた日から平成２９年３月３１

日までの期間を予定をしております。 

なおその後でございますが、平成２９年４月以降につきましては、指定管理等を含め

ました形で検討したいというふうに考えております。 

〔商工観光部長 石腰豊 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〇１１番（野村勝憲） 

趣旨は分かります。ただ１点、お願いしておきたいのは、現在、三寺めぐり朝市があ

りますね。これは７０歳以上の方が、生きがいを持ってということを目的にされて、無

償貸付けがスタートしたということです。 

ぜひお願いしたいのは、今度は大量な農産物が新しいところに販売されると思います。

したがって、悪い影響が出ないように、例えば価格競争に入らないように、あるいは商

品の品ぞろえを、きちっとできるだけ分けてやるとかそういったところアドバイスをお

願いしたいと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（石腰豊） 

はい、御提案ありがとうございました。 

その件につきましても、三寺めぐり朝市の方の方とも話は進めていますし、競合バッ

ティング等しないようにそれぞれが共存していただきたい。飛騨市のためにぜひとも協

力していただきたいということで、思っておりますので、十分に対応させていただきま

す。ありがとうございます。 

 

◎議長（葛谷寛德） 
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以上で質疑を終結いたします。お諮りをいたします。ただ今、議題となっております

議案第１１５号につきましては、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１１５号については、委員会付託を省略する

ことに決定いたしました。これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

討論なしと認め討論を終結し、これより採決いたします。本案は、原案のとおり決す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１１５号は原案のとおり可決されました。 

 

◆日程第１０ 議案第１１６号 飛騨市防災会議条例の一部を改正する条例について 

               から 

 日程第４１ 認定第１５号  平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会計決算の認

定について 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第１０、議案第１１６号、飛騨市防災会議条例の一部を改正する条例についてか

ら、日程第４１、認定第１５号、平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会計決算の

認定についてまでの３２案件につきましては、会議規則第３５条の規定により一括して

議題といたします。本案について説明を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  議案第１２７号から議案第１３２号にて提案しております、補正予算の審議をお願い

するにあたり、その概要についてご説明申し上げます。 

今回の補正予算は、「元気で、あんきな、誇りの持てるふるさと飛騨市」の創造に向け

て、６月の肉付け予算を補完し充実を図る事業を計上いたしました。 

予算総額や事業の数は決して多くはありませんが、市民の一つ一つの願いにきめ細か

く応えられる予算とするよう努めたところです。 

本補正予算における主要施策の概要と趣旨について、４つの視点からご説明申し上げ

ます。 

１点目は、市民の皆様の強いご要望にいち早くお応えする事業を盛り込みました。 

まず、市営バス運行事業でございます。「市民と市長の意見交換会」において多数のご
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意見・ご要望をいただいたことから、現地でのアンケート調査や聞き取り調査、延べ１

１回にわたる関係地区での説明会を行ってまいりました。その結果を踏まえ、１０月か

ら１日乗車券・シルバーフリー定期券の新設を行うほか、路線の変更、ダイヤ改正を行

ってまいりたいと考えております。 

また、神岡振興事務所の窓口が３階に設置されていることについて、「３階に足を運ぶ

ことは高齢者等には負担が大きい」との声が多いことにお応えし、市民窓口となる市民

福祉係を３階から１階に移転することとし、所要の経費を計上しております。 

２点目は、市民の皆さんが直面している身近な暮らしの課題解決に向け、急ぐべき事

業を盛り込みました。 

雪の多い本市においては、屋根の雪下ろし作業が大きな課題となっております。新た

な取り組みとして、雪下ろし作業等の依頼にワンストップで対応する「雪下ろしサポー

トセンター」を市からの委託により吉城建設業協会に設置いたします。加えて「雪下ろ

し作業困難世帯」への支援制度を利便性の高い形で創設いたしたいと思っております。 

高齢者介護では、在宅介護の現場において、要介護者とその家族にとって大きな負担

となっている排泄介助の支援に取り組むこととし、その負担軽減に寄与する「水洗式ポ

ータブルトイレ」の普及を進めるため、国が定める福祉用具購入費の保険給付対象費用

限度額１０万円を市の裁量により５０万円に増額いたします。福祉用具購入費での市町

村上乗せ給付については、全国初の取り組みとなります。 

障がい福祉においては、重症心身障がい児の生活と家族のレスパイトを支援するため

に、高山市内に新たに開設される療養通所介護事業所の利用にかかる給付事業に加え、

送迎費の一部を助成する制度を導入します。 

３点目は、私の重要な政策テーマの一つである交流人口の拡大について着手できる環

境が整ったもの、拡充を図るべきものについて予算計上をいたしました。 

観光振興において、北陸圏を重要な誘客ターゲットととらえているところですが、そ

の中で、新たに富山県からのバスツアーの企画実施や北陸圏での観光ＰＲ事業について

の話がまとまりましたので、今回、事業として盛り込みました。 

また、本年１０月から、現在運行している高山―新宿間の高速バスのうち、１日１往

復が、念願かないまして飛騨古川まで乗り入れされることとなりました。これを受け、

高速バスの利用促進事業を行い、関東圏からの誘客を図ってまいります。加えて、６月

の肉付け予算で計上した「コンベンション誘致推進事業」については、隣接する高山市

や下呂市と肩を並べ、他市との差別化を図るため、両市の支援の内容を踏まえまして、

事業内容をさらに拡充する予算を盛り込んでおります。 

また、スーパーカミオカンデの一般公開が、政府の要請に基づきまして１１月に試験

的に実施されることとなりました。これに伴い、東京大学宇宙線研究所、宇宙まるごと

創生塾飛騨アカデミーと連携し、一般公開の支援を行うとともに、市主催のイベント開

催等を通じた事業を展開し、飛騨市が誇る最先端宇宙物理学研究を市内外に広く発信い
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たします。 

４点目は、現在起こっている喫緊の課題に対応するための事業であります。 

  今年度に入り、市内の酪農家一軒が廃業されたことに伴い、市内で生産される生乳生

産量の過半を失う事態が発生いたしました。このための緊急対策として、増頭を対象に

した乳用牛を貸し出す「乳用牛導入基金」を新たに創設し、市内酪農の安定的発展を支

援してまいります。 

また、飛騨神岡高校及び吉城高校の定員割れが続く中、市内外からの入学促進を図る

ため、両校の魅力を掲載した情報紙を市が作成し、中学３年生が高校進学の検討を始め

るタイミングに合わせまして、飛騨地域２市１村に配布する事業を行います。 

  このほか、建設事業では、国の経済対策補正予算に対応できるよう、道路・橋梁の改

修や市営住宅の長寿命化に要する経費を計上いたしました。 

 続いて、本補正予算における財源調整についてご説明申し上げます。 

今回の補正予算に必要な財源については、給与所得の増加による個人市民税の増額分、

国の経済対策補正予算に呼応した国庫補助金の追加要望額及び関連する市債のほか、平

成２７年度決算の確定に伴う前年度繰越金と普通交付税の上振れ分等により確保いたし

ました。 

なお、普通交付税については、今年度分の算定から、平成２７年国勢調査人口が反映

されるため、人口減少がどの程度、交付税額に影響を及ぼすのか注視しておりました。 

人口減少や合併特例の段階的縮減による影響については、数値急減補正や市町村の姿

の変化に対応した算定方法の見直しが行われることとなり、当初予測していたよりも減

少幅が縮小し、今年度は当初予算での計上額をやや上回る交付税額が確保できたところ

です。 

今後も国の地方財政計画を参考にしながら、常に長期的な財政見通しを踏まえ、バラ

ンスのよい予算編成と執行にあたっていきたいと考えております。 

このたび提案する補正予算額につきましては、一般会計は、２億７，６３７万６，０

００円を増額し、補正後の予算額は、１７７億３，３６９万４，０００円となります。 

また、特別会計については、１億１，４３５万円を増額し、補正後の予算額は、８５

億６，５９６万１，０００円。企業会計は、国民健康保険病院事業会計において、給食

サービス提供業務委託等にかかる債務負担行為を定めるものであります。 

以上をもちまして、私の提案説明を終わらせていただきます。 

条例、その他の議案につきましては、総務部長より説明させますのでよろしくお願い

いたします。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

続いて説明を求めます。 

〔総務部長 東佐藤司 登壇〕 
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□総務部長（東佐藤司） 

それでは、今回提案させていただきます条例等の概要につきましてご説明申し上げま

す。 

議案第１１６号、飛騨市防災会議条例の一部を改正する条例について及び議案第１１

７号、飛騨市災害対策本部条例の一部を改正する条例につきましては、災害対策基本法

の改正に伴い改正を行うものです。 

議案第１１８号、飛騨市地域公共交通事業に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、ことし１０月１日からの地域公共交通事業変更に伴い改正を行うものです。 

議案第１１９号、飛騨市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の改

正に伴い改正を行うものです。 

議案第１２０号、飛騨市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、居宅介

護福祉用具購入費に係る保険給付の支給限度基準を改正するものです。 

議案第１２１号、茂住辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につきましては、

施設整備事業の見直しに伴う変更です。 

議案第１２２号、財産の無償譲渡につきましては、用途廃止した旧神岡町釜崎下公衆

トイレを、地域での利活用促進を図るため、特定非営利法人に無償譲渡するものです。 

議案第１２３号、飛騨市乳用牛導入基金条例につきましては、酪農経営の安定と活性

化を図るため、乳用牛導入基金を設置するものです。 

議案第１２４号飛騨市駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、壱之町駐車

場の施設管理を移譲することに伴う改正です。 

議案第１２５号、財産の無償譲渡につきましては、壱之町駐車場の施設管理の移譲に

伴い、アスファルト舗装及び外灯１基を土地所有者に無償譲渡するものです。 

議案第１２６号、字区域の変更につきましては、地籍調査事業に伴い、神岡町西地区

の字区域の変更を行うものです。 

次に、認定第１号、平成２７年度飛騨市一般会計歳入歳出決算の認定についてから認

定第１５号、平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会計決算の認定についてまでの

１５件につきましては、地方自治法ならびに地方公営企業法の定めにより監査委員の意

見書をつけて認定に付するものでございます。概要説明をさせていただきます。 

平成２７年度は、人口減少対策や地域活性化対策等、喫緊の課題への対応などにより、

計８回の補正・専決予算を編成し、前年度繰越明許費を含む最終予算額は、一般会計で

は、２００億４，６７７万５，０００円、特別会計では、８７億８，３７０万３，００

０円となりました。これに対し、一般会計の決算は、歳入１９９億６，８３９万４，０

００円、歳出１８４億２，４９７万円。翌年度へ繰り越すべき財源３億３，０８１万円

を除いた実質収支は、１２億１，２６１万４，０００円となり、地方自治法の規定に基

づく基金編入額６億１，０００万円を除いた６億０，２６１万４，０００円が翌年度へ

の純繰越金となりました。 
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また、特別会計の決算は、歳入８７億３，９６０万円、歳出８５億２，５８３万４，

０００円、翌年度へ繰り越すべき財源７１２万６，０００円を差し引いた２億０，６６

４万円が純繰越金となりました。 

次に、一般会計における主な歳入について申し上げます。 

市税は、一部企業の業績回復に伴う法人市民税の増加により、前年度と比較し、１，

６３１万４，０００円の増、地方消費税交付金は、消費税率引上げの影響により、１億

９，２７４万４，０００円の増、普通交付税は、ほぼ横ばいの７３億６，９８９万円と

なりました。 

また、県支出金は、建設事業や災害復旧事業の増加により、４億２，８９３万４，０

００円の増、地方債は、合併特例事業債や災害復旧事業債の増加により、２億３，０４

３万９，０００円の増となりました。 

このほか、がんばれふるさと応援寄付金が、１億０，７９２万３，０００円増加する

など自主財源の確保に取り組みました。 

歳出につきましては、入園・入学祝い金交付事業、指定管理施設抜本的改革事業、国

の地域活性化交付金を活用した消費喚起・生活支援事業や地方創生事業、ふるさと納税

返礼制度の充実など、人口減少対策や地域活性化対策事業に重点的に取り組むとともに、 

ハード事業では、宮川振興事務所・宮川町公民館複合施設建設事業、神岡振興事務所

耐震改修事業、デジタル移動系防災行政無線整備事業など、市民生活を支える基盤の整

備や防災体制の更なる充実を図りました。このほか、土地開発基金の廃止に伴う財政調

整基金への積立に４億円、クリーンセンター火災事故対応に １億６，３１３万７，００

０円など行政運営に必要な経費を執行しました。 

以上により、普通会計における実質単年度収支は、４億４，９０５万円と６年連続の

黒字となりました。また、財政の弾力性を示す経常収支比率は８４.０％と前年度比１.２ 

ポイント改善しました。 

以上、提出しております条例改正及び決算概要説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〔総務部長 東佐藤司 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で、補正予算、条例関連、決算概要の説明が終わりました。 

ここで、代表監査委員から平成２７年度一般会計、特別会計及び企業会計の決算審査

ならびに健全化判断比率及び資金不足比率に対する意見の報告を求めます。 

〔代表監査委員 福田幸博 登壇〕 

□代表監査委員（福田幸博） 

平成２７年度の各会計の決算審査については、過日、森下真次監査委員と私福田幸博

とで審査致しましたのでその報告をさせていただきます。 

平成２７年度飛騨市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見の
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提出について、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定に基づき、

審査に付された平成２７年度飛騨市一般会計・特別会計歳入歳出決算及びその他政令で

定められた書類ならびに基金運用状況について審査したので、次のとおり審査意見を提

出する。 

１頁をお願いします。 

平成２７年度飛騨市一般会計・特別会計、歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見、 

第１、審査の対象、第２、審査の期間、第３、審査の方法については、記載のとおり

ですので省略させていただきます。 

次ページをお願いします 

第４、審査の結果、１．審査に付された各会計歳入歳出決算書及び政令で定められた

書類はいずれも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ正確である

ことを認めた。また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期の目的を達成し

たものと認めた。 

２．基金の運用の状況を示す書類は関係諸帳簿と符合し、かつ正確であり設置目的に

適合するとともに、効率的に運用されていることを認めた。 

審査の概要及び意見は次に述べるとおりである。以下、詳細はお手元に配布の審査意

見書通りですが、特に、本市の財政は、地価の下落等の影響により、固定資産税収入が

減少となったが、一部企業の業績回復に伴う法人市民税の増加、がんばれふるさと応援

寄附金等の増加により自主財源は、３１．２％確保することができた。しかしながら、

全国で自然災害が発生しており、今後は今年度のような寄附金等を見込めるとは予想で

きず、地方交付税等の依存財源も抑制されてくる等、厳しい状況になると思われる。 

今後も市税等の自主財源の確保に努めるとともに、市民サービスが低下することがな

いよう、時代ニーズにあったきめ細やかで柔軟な施策を講じながら、市民が「元気で、

あんきな、誇りの持てるふるさと飛騨市」であると実感できるまちづくりと、健全かつ

公正な財政運営に一層努力されることを期待する。 

次に、別冊の公営企業会計決算審査意見書をごらん下さい 

平成２７年度飛騨市公営企業会計決算審査意見の提出について。地方公営企業法第３

０条第２項の規定により審査に付された、平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会

計及び飛騨市水道事業会計の決算について審査したので、次のとおり審査意見を提出す

る。 

１ページをお願いします。平成２７年度飛騨市公営企業会計決算審査意見。第１、審

査の対象、第２、審査の期間、第３、審査の方法は、記載のとおりですので、省略させ

ていただきます。 

第４、審査の結果、審査に付された各企業の決算諸表は、経営成績及び財政状況が適

正に表示されており、計数は正確であることを認めた。審査の概要と意見については、

次に述べるとおりである。以下、詳細はお手元に配布の審査意見書のとおりですが、特
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に、国民健康保険病院事業会計については、病院経営改革での指導により３ヶ年の中期

計画が立てられたので、経営状況の的確な分析、医療サービスの向上及び収支改善に向

けた実効性のある取り組みをし、目標を達成されたい。 

次に、水道事業会計については、安定した財政が維持され、良好な事業運営が図られ

ているが、簡易水道事業が上水道事業に統合されたことに伴い、施設の点在化や老朽施

設の更新の必要性が高まり経営環境がより厳しくなることが予想される。したがって、

経営環境の変化に対応するための経営戦略を策定し、計画的な経営を行っていくよう図

られたい。 

次に、別冊の健全化判断比率審査意見をごらん下さい。 

平成２７年度健全化判断比率、資金不足比率の審査意見について。地方公共団体の財

政健全化に関する法律第３号第１項の規定により審査に付された健全化判断比率ならび

に同法第２２条第１項の規定により審査に付された資金不足比率につて審査した結果、

次のとおり意見を提出します。 

１ページをお願いします。Ⅰ、平成２７年度健全化判断比率審査意見書、１の審査の

対象から３の審査の方法までについては、記載のとおりですので、省略させていただき

ます。４、審査の結果（１）総合意見、審査に付された下記健全化判断比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められ

る。（２）個別意見、①実質公債費比率は、年々改善され当年度は、前年度と同じく１２.

７％となった。また早期健全化基準の２５％と比較するとこれを下回っている。②将来

負担比率も年々改善され当年度は、前年度より２．１ポイント改善し数値なしとなった。

また早期健全化基準の３５０％と比較するとこれを大きく下回っている。 

次に、２ページをお願いします。Ⅱ平成２７年度資金不足比率審査意見書、１の審査

の対象から３の審査の方法までについては、記載のとおりですので、省略させていただ

きます。４、審査の結果、（１）総合意見、審査に付された下記資金不足比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められ

る。（２）個別意見、すべての会計で資金剰余額が確認され、資金不足比率は認められな

かった。 

以上で決算審査結果の報告を終わります。 

〔代表監査委員 福田幸博 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で、代表監査委員の報告が終わりました。ここで市長より発言の申し出がありま

すので、これを許可します。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

監査委員のお２人に対しまして御礼のご挨拶を申し上げたいと思います。 

両監査委員におかれましては、長期間に渡りまして、慎重に監査をいただき誠にあり
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がとうございました。監査を通して指導を賜りました内容につきましては十分留意し、

改善と適正、適法な運営に向けて引き続き努力してまいりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

以上、簡単ではございますけども御礼のご挨拶に替えさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で市長の発言を終わります。 

ただ今、提案説明及び決算概要説明ならびに決算審査意見報告がありました議案第１

１６号から認定第１５号までの３２案件につきましては、９月１２日、９月１３日、９

月１４日の３日間、質疑を予定しております。質疑のある方は、発言通告書によりお願

いいたします。 

なお、質疑・一般質問の発言通告書は、９月５日、月曜日、午前１０時が締め切りで

あります。 

ここでお諮りいたします。議案精読のため、９月３日から９月１１日までの９日間は

休会といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、９月３日から９月１１日までの９日間は、議案精読

のため休会とすることに決しました。 

 

◆散会 

◎議長（葛谷寛德） 

以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。会議を閉じ、散会とい

たします。 

 

（ 散会 午前１１時４５分 ） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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